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①相次ぐ第一種施設の敷地内全面禁煙
さすが法律、と言いたくなるような報道が続い
ています。改正健康増進法では病院、学校、行政機
関等の第一種施設は、７月１日から敷地内禁煙と
することが求められています。滋賀県は前倒しで

６月１日から、鎌倉市、佐賀県は法律どおり７月か
ら、福井県の警察、そして、第二種施設に分類され
た裁判所が敷地内全面禁煙を施行、あるいは、決定
した記事を紹介します（図１〜４）。
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図１．滋賀県庁、6月から敷地内禁煙を実施

オリンピックと屋内全面禁煙法・条例（その57）
　改正健康増進法
　①相次ぐ第一種施設の敷地内全面禁煙
　②第二種施設の良心的な対応と残念な決定
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②第二種施設の良心的な対応と残念な決定
　第一種施設は2017年の検討段階では「官公庁」
でしたが、2018年に公布されたときには「行政機
関」となりました。国会を立法機関として喫煙室を
設置しても良い第二種施設に分類せざるを得な
かったからと（個人的に）推測しています。2016年
に国会に受動喫煙防止法の陳情のために訪問した
際、本会議場の前に窓に穴を開けて排気装置をつ
けた喫煙室がありましたし（図５）、衆参議院会館
には各フロアに喫煙室がありました。

図４．福井県、７月から裁判所も敷地内禁煙（青枠は次項参照）

 

図５．国会本会議場前の喫煙室
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厚生労働省、受動喫煙防止
キャラクター「けむいモン」

　国会が第二種施設に分類された措
置のおこぼれで「司法機関」である裁
判所も法律上は喫煙室を残しても良
いことになりました。しかし、それを
潔しとせず、敷地内禁煙を選んだ名
古屋高裁の判断、それを促した最高
裁の通知に拍手を送りたいと思いま
す。
　その一方で、北海道議会は改正健
康増進法を盾に取り、「喫煙室を残
す」という非常に残念な決定を出し
たようです（図７）。

福岡県庁の１、２、４、６、８階テラ
スの喫煙コーナー、北九州市役所の
駐輪場横の２カ所の喫煙コーナーと
その２階部分の喫煙室（４月号参
照）、そして、福岡市役所の屋上の喫
煙コーナーが撤去されるのかどう
か、しっかりとウォッチングしてい
きたいと思います。
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